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□
市
・
県
民
税
の
申
告
は

　

３
月
15
日
㈫
ま
で

　

必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
市
民

税
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し

た
方
は
不
要
で
す
。

a
３
月
１５
日
㈫
ま
で
（
土
曜
・
日
曜

日
を
除
く
）
の
午
前
９
時
〜
午
後
４

時　

d
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
会
議

室
Ｂ
・
Ｃ　

＊
申
告
等
の
内
容
に
基
づ
く
、
２８
年

度
市
・
県
民
税
の
課
税
（
非
課
税
）

証
明
書
な
ど
の
交
付
は
、
６
月
中

旬
以
降
に
な
り
ま
す

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
①
３
月
６
日
㈰
・
②
２０
日
㈷
・
③
４

月
３
日
㈰
、午
前
９
時
〜
午
後
３
時

　

d
①
は
収
納
課（
第
三
庁
舎
３
階
）、

国
民
健
康
保
険
課（
第
二
庁
舎
１
階
）。

②
は
収
納
課
、国
民
健
康
保
険
課（
い

ず
れ
も
第
二
庁
舎
３
階
）。
③
は
収

納
課（
第
二
庁
舎
３
階
）　

b
収
納
課

☎
９
６
３
＝
９
１
４
２
、国
民
健
康

保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
３

□
原
付
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど
の

　

変
更
手
続
き
に
つ
い
て

　

原
付
バ
イ
ク
な
ど
の
軽
自
動
車
税

は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
盗
難
・
譲
渡
・

廃
棄
な
ど
の
理
由
で
所
有
し
な
く
な

っ
た
原
付
バ
イ
ク
な
ど
は
、
速
や
か

に
廃
車
ま
た
は
登
録
内
容
の
変
更
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４
輪
の
軽
自
動
車
や
１
２
５
㏄
を

超
え
る
２
輪
車
を
県
外
で
廃
車
、
名

義
変
更
し
た
場
合
は
、
手
続
き
書
類

や
変
更
後
の
車
検
証
の
写
し
な
ど
変

更
内
容
の
分
か
る
も
の
を
左
記
へ
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
５

□
市
税
の
徴
収
対
策
を

　

強
化
し
て
い
ま
す
！

　

市
税
は
、
私
た
ち
が
安
心
し
て
暮

ら
し
て
い
く
た
め
の
貴
重
な
財
源
で

あ
り
、
定
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
自

主
的
に
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

多
く
の
方
が
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
一
部
の

方
は
滞
納
し
て
い
る
状
況
で
す
。
税

負
担
の
公
平
性
お
よ
び
税
収
入
を
確

保
す
る
た
め
、
徴
収
対
策
を
強
化
し

て
い
ま
す
。
納
期
内
納
付
、
早
期
納

付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

b
収
納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

い
ず
れ
も
新
た
に
お
送
り
す
る
納

付
書
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

▽
市
・
県
民
税…

平
成
２７
年
度
の
年

税
額
に
変
更
の
あ
っ
た
方
や
新
た
に

課
税
さ
れ
た
方
、
退
職
等
に
よ
り
納

付
方
法
が
変
更
さ
れ
た
方
に
通
知
書

と
納
付
書
を
３
月
１０
日
㈭
に
発
送
し

ま
す　

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４

４
・
９
１
４
５

▽
国
民
健
康
保
険
税…

平
成
２７
年
度

の
年
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
方
や
新

た
に
課
税
さ
れ
た
方
、
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
を
口
座
振
替
に
変
更
さ
れ

た
方
に
納
税
通
知
書
と
納
付
書
（
口

座
振
替
の
方
に
は
通
知
書
の
み
）
を

３
月
１７
日
㈭
に
発
送
し
ま
す　

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
税
の
仮
徴
収
額
変

　

更
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

２
月
１７
日
㈬
に
発
送
さ
れ
た
仮
徴

収
額
決
定
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
方

の
う
ち
、
平
成
２８
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
の
徴
収
方
法
が
変
更
と
な
っ

た
方
に
仮
徴
収
額
変
更
通
知
書
を
３

月
１６
日
㈬
に
発
送
し
ま
す
。
該
当
の

方
は
６
月
か
ら
口
座
振
替
ま
た
は
納

付
書
で
の
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
税
納
付
方
法
選
択

　

の
案
内
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
２８
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

を
６
月
以
降
、
新
た
に
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
で
納
付
い
た
だ
く
予
定
の

方
に
、
納
付
方
法
選
択
に
つ
い
て
の

案
内
を
３
月
１６
日
㈬
に
発
送
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
を
口
座
振
替
に
変
更
す

る
場
合
は
、
３
月
３１
日
㈭
ま
で
に
国

民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１
階
）

ま
た
は
北
部
・
南
部
出
張
所
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
期
日
を
過
ぎ
た
場

合
は
、
特
別
徴
収
の
停
止
時
期
が
８

月
以
降
と
な
り
ま
す
。
納
付
書
で
の

納
付
に
は
変
更
で
き
ま
せ
ん
。

〈
申
請
に
必
要
な
も
の
〉

①
保
険
証　

②
振
替
口
座
の
通
帳
と

届
出
印
（
新
た
に
口
座
振
替
を
申
し

込
む
方
の
み
）　

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
６

□
市
税
の
納
付
は

　

口
座
振
替
が
便
利
で
す

g
口
座
振
替
で
き
る
市
税
は
、
市
・

県
民
税
（
普
通
徴
収
）、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税
で
す
（
納
期
が
過

ぎ
た
市
税
は
取
り
扱
い
で
き
ま
せ

ん
）　

e
納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ

た
金
融
機
関
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
市

役
所
収
納
課
、
市
役
所
国
民
健
康
保

険
課
、
北
部
・
南
部
出
張
所
へ
預
貯

金
通
帳
と
届
出
印
、
納
税
通
知
書
を

お
持
ち
の
う
え
「
越
谷
市
口
座
振
替

依
頼
書
」
ま
た
は
納
税
通
知
書
に
添

付
さ
れ
て
い
る「
口
座
振
替
依
頼
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
届
出
印
を

押
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続

き
を
し
た
月
の
翌
月
の
納
期
分
か
ら

変
更
と
な
り
ま
す　

b
収
納
課
☎
９

６
３
＝
９
１
４
１
、
国
民
健
康
保
険

課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
３

□
市
税
の
猶
予
制
度
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
や
条
例
の
改
正
に
よ
り

平
成
２８
年
４
月
１
日
か
ら
「
徴
収
猶

予
」、「
換
価
の
猶
予
」
制
度
の
ほ
か

に
、
新
た
に
「
申
請
に
よ
る
換
価
の

猶
予
制
度
（
差
押
え
や
財
産
の
換
価

（
公
売
等
）
な
ど
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
）」
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
猶
予
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

「
災
害
や
病
気
」、
さ
ら
に
「
事
業
の

休
廃
止
・
事
業
上
の
著
し
い
損
失
」

等
の
た
め
、
一
時
に
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
状
況
の
場
合
に
、
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
左

記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

b
収
納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２

国
民
健
康
保
険
税
の

第
10
期
納
期
限
は
３
月
31
日
㈭
で
す

教育活動や子どもたちの健全育成等について、校長の求
めに応じご意見をいただきます。活動場所は市内の公立
小・中学校
次のすべてに該当する方（各校1人）。①教育に関する理解
と見識を持つ20歳以上の方　②当該学校の通学区域また
は通学区域に属する公民館区内にお住まいの方（当該学
校の職員は除く）
委嘱日～平成29年3月末日
指導課（第二庁舎4階）、各小・中学校で配布する公募要項
をご覧のうえ、4月4日（月）～ 13日（水）（土曜・日曜日を除
く）に応募用紙と作文（800字以内）を各小・中学校の校長
へ提出。公募要項等は市ホームページから印刷可

〈助成対象事業〉
　自主的、主体的に活動する市民による公共活動を目的とした事業
＊営利を目的とする事業、政治的・宗教的目的を有する事業、特定の個
人・団体等を対象とする事業、定期的・恒例的に行われている事業、
備品購入のみの事業等は除く

〈対象事業の実施期間〉
　5月1日～平成29年3月31日に行われる活動･事業
〈申込みできる団体〉
　市内在住または市内に活動の本拠を有し、上記の期間内に事業が終
了する予定の団体
〈選考・決定の方法〉
　書類審査、申請団体によるプレゼンテーション、越谷しらこばと基金
運営委員会による審査を経て、市長が決定します
〈申込期間〉
　3月22日（火）～31日（木）
〈申込方法〉
　申請書類に必要事項を記入のうえ、市民活動支援課へ。申請書類は
市民活動支援課、各地区センター、市民活動支援センターで配布してい
るほか、市ホームページからも印刷できます
◆助成事業に関する個別相談を受け付けます
　3月22日（火）～ 30日（水）に、市民活動支援課で個別に相談を受け付
けます。ご希望の方は事前に下記へご連絡ください
B市民活動支援課（第二庁舎3階。3月22日㈫からは第二庁舎2階）
　☎９６３－９１５３

〈内　　容〉

〈対　　象〉

〈任　　期〉
〈応募方法〉

B（公財）越谷市施設管理公社総務課（総合体育館内）☎９６４－４３２１

B指導課☎９６３－９２９２、D９６５－５９５４

対 象

勤 務 地

登録方法

◇越谷市施設管理公社臨時職員の登録
65歳までの健康な方

月曜～金曜日、午後1時～7時（月2回程度土曜日勤務あり。学
校休業日は午前8時～午後7時のうち6時間の交替勤務）

写真を貼った市販の履歴書（免許・資格等をお持ちの方はそ
の写し）を持参のうえ直接下記へ

しらこばと運動公園競技場、市民球場、越谷コミュニティセン
ター、総合体育館ほか

写真を貼った市販の履歴書を持参のうえ直接下記へ（午前
10時～午後5時）

B青少年課（第二庁舎2階）☎９６３－９１５８

対　　象

勤 務 地

勤務内容

勤務日時

賃 金

登録方法

◇学童保育指導員（臨時職員）の登録

学校評議員を募集します

20歳以上の方。期間中、兼職はできません

学童保育室

小学生の保育

時給1,030円

職員を募集します

越谷しらこばと基金助成事業
平成２８年度助成事業募集


